
拡大範囲

①本市に住民登録を有し、大学・専門学校等に在学する方

②本市に立地する大学・専門学校等に在学する方(市民以外を含む)

駒らんパスが利用できるバス

上記対象者は、以下の市街地循環バスでのみ有効です。

※西・東地区シャトルバスでは利用できません

申請窓口

・くらし環境課(十和田市役所本館１階)【即日その場で交付】

・電子申請【１週間程度で郵送により交付】

必要書類

申請の際は、学生証を持参ください。

※電子申請の場合は、学生証の画像を添付

市街地循環バス運賃無料乗車証

「駒らんパス」の対象者を拡大しました！

【お問い合わせ】

十和田市 くらし窓口部 くらし環境課

TEL：0176-51-6735

電子申請はこちらから

運行ルート・時刻表などは

こちらから


